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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年１月１９日（平成２８年（行情）諮問第２５号）及び同年３

月４日（平成２８年（行情）諮問第２０８号） 

答申日：平成２８年４月２０日（平成２８年度（行情）答申第１４号及び同第１

６号） 

事件名：「飛行と安全」の一部開示決定に関する件 

    「飛行と安全」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「『飛行と安全』２０１５年４月～６月号。＊電磁的記録が存在する場合，

その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に対

し，次の６文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）を特定し，その

一部を不開示とした各決定は，妥当である。 

   文書１  飛行と安全 平成２７年４月号（Ｎｏ．７０３）（表紙から８

枚目まで） 

   文書２  飛行と安全 平成２７年５月号（Ｎｏ．７０４）（表紙から８

枚目まで） 

   文書３  飛行と安全 平成２７年６月号（Ｎｏ．７０５）（表紙から８

枚目まで） 

   文書４  飛行と安全 平成２７年４月号（Ｎｏ．７０３）（表紙から８

枚目までを除く） 

   文書５  飛行と安全 平成２７年５月号（Ｎｏ．７０４）（表紙から８

枚目までを除く） 

   文書６  飛行と安全 平成２７年６月号（Ｎｏ．７０５）（表紙から８

枚目までを除く） 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３条

の規定に基づく開示請求に対し，防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った平成２７年９月３日付け防官文第１３５２８号及び同年

１１月１２日付け防官文第１７９０６号による各一部開示決定（以下，順に

「処分１」，「処分２」といい，併せて「原処分」という。）について，そ

の取消しを求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が主張する異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，
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おおむね以下のとおりである。 

 （１）一部に対する不開示決定の取消し。 

    記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべきで

ある。 

 （２）本来の電磁的記録についても特定を求める。 

    国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，『当

該行政機関が保有しているもの』」である。 

    そこで電磁的記録が存在すれば，それについても特定を求めるものであ

る。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当す

る行政文書として「飛行と安全」２０１５年４月号ないし６月号を特定し，

まず，文書１ないし文書３について，法５条１号に該当する部分を不開示と

する一部開示決定（処分１）を行った後，残りの部分である文書４ないし文

書６について，法５条１号及び６号に該当する部分を不開示とする一部開示

決定（処分２）を行った。 

   本件の異議申立ては，処分１及び処分２に対してそれぞれ提起されたもの

である。 

 ２ 法５条の該当性について 

   原処分において，不開示とした部分及び不開示とした理由（法５条の該当

性）については，別表のとおりである。 

 ３ 本件対象文書の電磁的記録について 

   「飛行と安全」は，航空自衛隊航空安全管理隊（以下「航空安全管理隊」

という。）が作成しており，同隊では原稿として寄稿者から電子メールで寄

せられた電磁的記録及び同隊が作成した表紙の題字の電磁的記録をパソコン

で一旦保存した後，印刷・製本業務を委託している印刷業者に対し，パソコ

ン内のデータを記録した可搬型記憶媒体（ＭＯ）を貸与し，これを基に編集，

印刷，製本された冊子を当該業者に納品させており，電磁的記録では受領し

ていない。 

   また，寄稿者から電子メールで寄せられた電磁的記録及び業者に貸与した

可搬型記憶媒体（ＭＯ）に保存した電磁的記録は，製本された冊子が納品さ

れた時点で不用となることから，印刷業者から返却後速やかに廃棄している。 

   以上のとおり，航空安全管理隊では本件対象文書を冊子（紙）で管理して

おり，電磁的記録は保有しておらず，また，原処分に当たっては，確実を期

すために同隊の書庫，倉庫及びパソコン内のファイル等の探索を行い，電磁

的記録を保有していないことを確認した。 

   さらに，本件異議申立てを受け，再度，航空安全管理隊の書庫，倉庫及び
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パソコン内のファイル等の探索を行ったが，電磁的記録は確認されなかった。 

 ４ 異議申立人の主張について 

 （１）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につい

ては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定処分の取消し

を求めるが，本件対象文書の法５条該当性について十分に精査した結果，

別表のとおりその一部が同条１号及び６号に該当することから当該部分を

不開示としたものであり，その他の部分については開示している。 

 （２）異議申立人は，「「行政文書」とは，「開示請求時点において，『当該

行政機関が保有しているもの』」であるとして，本件対象文書に電磁的記

録が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，上記３のとおり

本件対象文書については紙媒体しか保有しておらず，電磁的記録は保有し

ていない。 

 （３）以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分を

維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２８年（行情）

諮問第２５号及び同第２０８号を併合し，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年１月１９日  諮問の受理（諮問第２５号） 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ③ 同年２月８日      審議（同上） 

   ④ 同年３月４日      諮問の受理（諮問第２０８号） 

   ⑤ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ⑥ 同月２９日       審議（同上） 

   ⑦ 同年４月１８日     諮問第２５号及び同第２０８号の併合並び

に本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，文

書１ないし文書６（本件対象文書）を特定し，その一部を法５条１号及び６

号に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

   異議申立人は，本件対象文書の外にも開示請求の対象として特定すべき文

書（電磁的記録）があるはずであり，本件対象文書の不開示部分は開示すべ

きであるとして，原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，原処分は妥当

であるとしていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件

対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検討す

る。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

 （１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，本件対象文書は，
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隊員の安全意識の高揚と安全知識の向上を図り，事故の未然防止に資する

ことを目的として，航空安全管理隊が編集し，航空幕僚監部が発行した部

内向けの文書であるとのことである。 

    また，諮問庁は，本件対象文書について，印刷業者からの納品物は印

刷・製本された冊子のみであって，その作成過程における電磁的記録はい

ずれも廃棄されており，確実を期すために行った探索においても電磁的記

録の存在は確認されなかった旨説明する。 

 （２）本件対象文書の作成の趣旨及びその内容に鑑みれば，その電磁的記録を

保有していないとする諮問庁の説明に特段不自然，不合理な点はなく，こ

れを覆すに足る事情も認められない。 

    したがって，防衛省において，本件対象文書の外に本件請求文書に該当

する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められない。 

 ３ 不開示情報該当性について 

 （１）法５条１号該当性について 

    別表の１欄①に掲げる部分は，民間人の氏名及びその特定を可能とする

所属等の記載並びに自衛隊員の写真の顔部分であることが認められる。 

    当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハに該

当するとすべき事情も認められない。 

    さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示と

したことは妥当である。 

 （２）法５条６号該当性について 

    別表の１欄②に掲げる部分には，航空安全管理隊の電子メールアドレス

が記載されていることが認められる。 

    当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用され，

防衛省・自衛隊が必要とする際の連絡に支障を来すなど，国の機関の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるので，法５条６号

柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

 ４ 異議申立人のその他の主張について 

   異議申立人はその他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を左右

するものではない。 

 ５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定し，

その一部を法５条１号及び６号に該当するとして不開示とした各決定につい

ては，防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべ

き文書を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したこと

は妥当であり，不開示とされた部分は同条１号及び６号柱書きに該当すると
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認められるので，不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋 
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別表 

 

１ 不開示部分 ２ 不開示とした理由 

① 文書１及

び文書２ 

目次 寄稿者の所属等の

一部及び氏名 

個人に関する情報であ

って，特定の個人を識

別することができるこ

とから，法５条１号に

該当 

 文書４ ６６頁 

 文書５ ６４頁，６７頁，７０

頁，７３頁及び７５頁 

 文書１及

び文書３ 

巻頭 写真の顔部分（識

別が容易でないと

認められるもの及

び法５条１号ただ

し書イに該当する

ものを除く。） 

 文書４及

び文書５ 

巻末の安全褒賞 

 文書６ ７頁，５０頁及び巻末

の安全褒賞 

② 文書４ ６９頁 

 

メ ー ル ア ド レ ス

（Ｉ端末） 

防衛省の部外系ネット

ワークで使用されてい

るアドレスであり，こ

れを公にすることによ

り，部外者により虚偽

又は大量の情報を送信

され，その結果，情報

の信頼性を喪失する

等，事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ

があることから，法５

条６号に該当 

 文書５ ８５頁 

 

 文書６ ７２頁 


